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平成15年度予算の内訳　　　支出総額150億4,100万円�

水道料金を主な収入とし、水道水をつくったり各家庭に送る施設を維持管理�
するために必要な経費を中心とした営業活動の収支です。　�
                       （単位:百万円）�

資本的収支� 老朽化した水道施設を整備したり新たに水道施設をつくるための事業費を�
中心とした収益的収支以外の収支です。　　�
                   （単位:百万円）�

収益的収支�

損益勘定留保資金�
2,453

配水管�
の整備�
695

　　　　建設改�
　　　良に要�
　　する�
　経費�
2,228

事務費等�
509

企業債償還金�
1,506

その他160

企業債�
1,020

工事�
負担金�
284

そ
の
他
7
7

不足額�
2,513

収入�
1,384

支　出�
3,894

収　　入�
11,029

支　　出�
11,029

黒字96

水道のご使用者の皆様から�
支払っていただくお金です。�

新しく水道を申し込まれ�
たり、口径を大きくした�
りするときにメーターの�
口径に応じていただくお�
金です。�

水をつくり各家庭に送る�
ための経費や水道メー�
ターの検針、料金を収納�
するための費用です。�

阪神水道企業団や県営水道から�
水道水を買うための費用です。�

水道の施設をつく�
るために借りたお�
金（企業債）の利�
息の返済です。�

水道の施設には寿命があ�
り、年々その価値が減少し�
ていくので、施設の寿命の�
年数に応じて１年ずつその�
価値が減少する分を費用化�
したものです。�

経費のうちお金の支出�
を伴わない減価償却費�
などです。�

当年度消費税資�
本的収支調整額�

　　　　    60

水道を布設する�
ための費用です。�

水道の施設をつくるた�
めに借りたお金の元金�
の返済です。�

水道の施設を�
つくるために�
借りるお金です。�

水道管を布設する費用�
のうち負担金としてい�
ただくお金です。�

その他 307 分担金
　64

6

その他517

維持管理経費�
4,647

水購入費�
3,079

企業債償還金利息�

1,068

損益勘定留保資金�
2,453

配水管�
の整備�
695

浄水・配水�
施設の整備�
1,024

浄水・配水�
施設の整備�
1,024

　　　　�
　　　建設改良�
　　に要する�
　経費�
2,228

事務費等�
509

企業債償還金�
1,506

その他160

企業債�
1,020

工事�
負担金�
284

そ
の
他
7
7

不足額�
2,513

収入�
1,381

支　出�
3,894

収　　入�
11,243

支　　出�
11,147

黒字96

減価償却費等�
2,046

減価償却費等�
2,046

水　道　料　金�
10,080

水　道　料　金�
10,080

分担金
　64

6

その他517

維持管理経費�
4,647

水購入費�
3,079

企業債償還金利息�

1,068

水道の施設を新しくするための�
費用です。�

厳
し
い
経
営
環
境

今
年
度
は
、
平
成
１３
年
度
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
た
３
カ
年
の
財

政
計
画
の
最
終
年
度
に
当
た
り

ま
す
。

こ
の
間
、
長
引
く
景
気
の
低

迷
や
節
水
型
の
給
水
機
器
の
普

及
さ
ら
に
節
水
意
識
の
浸
透
な

ど
に
よ
り
、
こ
の
３
カ
年
の
水

道
料
金
収
入
は
、
計
画
を
大
き

く
下
回
り
ま
し
た
。
特
に
、
工

場
や
事
業
所
等
の
使
用
水
量
が

減
少
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
安
定
給
水
に
支

障
の
な
い
範
囲
で
事
業
に
要
す

る
経
費
を
節
減
し
、
計
画
以
上

に
支
出
を
切
り
詰
め
る
こ
と
に

よ
り
収
益
の
確
保
を
図
っ
て
い

ま
す
。

今
後
も
厳
し
い
経
営
環
境
が

続
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
平
成
１５
年
度
予
算
は
２

年
連
続
の
緊
縮
予
算
と
な
っ
て

い
ま
す
。

営
業
活
動
の
内
訳

平
成
１５
年
度
予
算
の
内
容
は

左
の
グ
ラ
フ
の
と
お
り
で
す
。

水
道
水
を
供
給
す
る
た
め
の

経
常
経
費
の
予
算
（
収
益
的
収

支
）
は
、
水
道
料
金
な
ど
の
収

入
を
１
１
２
億
４
３
０
０
万
円

と
見
込
ん
で
い
ま
す
。

一
方
、
支
出
は
、
１
１
１
億

４
７
０
０
万
円
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
支
出
の
主
な
も
の
は
、

水
を
つ
く
り
各
家
庭
な
ど
に
送

る
た
め
の
経
費
、
水
道
メ
ー

タ
ー
の
検
針
、
料
金
収
納
の
た

め
の
経
費
な
ど
の
維
持
管
理

費
、
阪
神
水
道
企
業
団
や
県
営

水
道
か
ら
の
水
購
入
費
、
施
設

の
減
価
償
却
費
お
よ
び
企
業
債

（
借
入
金
）
利
息
の
償
還
金
な

ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

収
入
と
支
出
の
差
額
９
６
０

０
万
円
の
黒
字
は
、剰
余
金
と
し

て
、
将
来
の
支
出
の
増
加
に
対

応
す
る
た
め
に
繰
り
越
し
ま

す
。

施
設
整
備
の
促
進

次
に
水
道
施
設
を
つ
く
る
た

め
の
予
算
（
資
本
的
収
支
）

は
、
支
出
と
し
て
３８
億
９
４
０

０
万
円
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

主
な
も
の
と
し
て
、
浄
・
配

水
施
設
の
整
備
事
業
で
は
、
越

水
浄
水
場
第
３
配
水
池
耐
震
化

工
事
の
ほ
か
、
浜
脇
小
学
校
に

緊
急
貯
水
槽
を
、
北
六
甲
台
配

水
所
に
緊
急
遮
断
弁
を
そ
れ
ぞ

れ
設
置
す
る
と
と
も
に
、
配
水

管
の
整
備
事
業
と
し
て
、
道
路

建
設
等
に
伴
う
配
水
管
の
布
設

工
事
な
ど
に
も
取
り
組
み
ま

す
。そ

の
他
に
企
業
債
（
借
入

金
）
元
金
の
償
還
金
や
水
源
確

保
の
た
め
の
負
担
金
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
事
業
の
財
源
と
し

て
、
企
業
債
（
借
入
金
）
や
工

事
負
担
金
な
ど
で
１３
億
８
１
０

０
万
円
を
充
て
ま
す
が
、
不
足

分
２５
億
１
３
０
０
万
円
に
つ
い

て
は
、
お
金
の
支
出
を
伴
わ
な

い
減
価
償
却
費
な
ど
の
自
己
資

金
で
補
て
ん
す
る
予
定
で
す
。

新
財
政
計
画
を
策
定

今
年
度
に
、
平
成
１６
年
度
か

ら
１８
年
度
ま
で
の
新
財
政
計
画

を
策
定
し
ま
す
。

震
災
復
興
関
連
の
企
業
債

（
借
入
金
）
の
元
利
償
還
が

ピ
ー
ク
を
迎
え
、
さ
ら
に
浄
水

場
の
統
廃
合
、
耐
震
化
の
促

進
、
高
度
浄
水
処
理
の
検
討
な

ど
施
設
の
近
代
化
が
重
要
な
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

水
道
局
は
、
今
後
と
も
効
率

的
な
事
業
運
営
に
努
め
、
現
行

料
金
の
維
持
を
図
り
、
市
民
の

皆
さ
ま
に
安
心
し
て
ご
利
用
い

た
だ
け
る
安
全
な
水
を
安
定
的

に
お
届
け
し
て
ま
い
り
ま
す
。

平
成
１５
年
度
水
道
事
業
会
計
予
算
が
３
月
定
例
市
議
会
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
予
算
総
額
は
１
５
０
億
４
１
０
０
万
円

で
、
前
年
度
の
当
初
予
算
に
比
べ
２
億
９
０
０
万
円
少
な
い
緊
縮
予
算
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
年
度
の
予
算
の
概
要
と
主
な
事
業
・
施
策
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
問
合
わ
せ
は
財
務
課
（
０
７
９
８
・
３
２
・
２

２
０
４
）
へ
。

ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の

建
物
で
は
、
水
道
管
か
ら
供
給

さ
れ
た
水
を
い
っ
た
受
水
槽
に

溜
め
、
こ
れ
を
ポ
ン
プ
で
屋
上

な
ど
に
あ
る
高
置
水
槽
に
く
み

あ
げ
て
か
ら
、
各
家
庭
に
給
水

し
て
い
ま
す
。

水
道
法
改
正
に
伴
う
西
宮
市

の
給
水
条
例
の
改
正
に
よ
り
、

平
成
１５
年
４
月
か
ら
、
こ
れ
ま

で
管
理
責
任
が
明
ら
か
で
な
か

っ
た
有
効
容
量
１０
�
以
下
の
小

規
模
な
貯
水
槽
に
つ
い
て
も
、

設
置
者
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
所
有

者
等
）
の
方
が
定
期
的
な
清
掃

や
設
備
点
検
、
水
質
検
査
な
ど

に
よ
る
適
正
な
管
理
に
努
め
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。安

心
し
て
水
を

飲
む
た
め
に

次
の
よ
う
な
こ
と
に
注
意
し

て
、
適
正
管
理
に
努
め
て
、
安

全
な
水
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

■
水
槽
は
、
１
年
に
１
回
定
期

的
に
専
門
業
者
で
清
掃
し
、
い

つ
も
清
潔
な
状
態
が
保
た
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

■
水
槽
に
ヒ
ビ
割
れ
が
な
い
か
、

マ
ン
ホ
ー
ル
の
施
錠
な
ど
、
施

設
の
点
検
を
行
い
不
備
な
点
が

あ
れ
ば
改
善
し
ま
し
ょ
う
。

■
水
道
水
の
水
質
検
査
を
１
年

に
１
回
、
定
期
的
に
行
い
ま
し

ょ
う
。
水
の
色
や
味
、
臭
い
、

濁
り
な
ど
に
注
意
し
、
異
常
が

あ
れ
ば
専
門
機
関
に
依
頼
し

て
、
水
質
検
査
を
実
施
し
て
く

だ
さ
い
。

■
定
期
的
に
遊
離
残
留
塩
素
濃

度
を
測
定
し
ま
し
ょ
う
。
０
・

１
�
／
�
以
上
あ
れ
ば
、
Ｏ
―

１
５
７
や
大
腸
菌
が
死
滅
し
ま

す
。
０
・
１
�
／
�
未
満
な
ら

専
門
業
者
に
依
頼
し
、
原
因
を

調
査
し
て
速
や
か
に
改
善
し
ま

し
ょ
う
。

も
し
事
故
が

起
こ
っ
た
ら

も
し
水
の
事
故
が
起
こ
っ
た
時
は
、

設
置
者
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
所
有

者
等
）
の
方
は
、
次
の
よ
う
な

処
置
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

①

給
水
を
停
止
し
、
利
用
者

に
事
故
の
状
況
を
伝
え
る
。

②

水
道
局
・
保
健
所
に
連
絡

し
て
、
指
示
を
受
け
る
。

貯
水
槽
に
つ
い
て
の
問
合
わ
せ

は
水
道
局
給
水
装
置
課
（
０
７

９
８
・
３
２
・
２
２
３
１
）
ま

た
は
、
市
保
健
所
生
活
衛
生
課

（
０
７
９
８
・
２
６
・
３
６
９

２
）
へ
。
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平成１５年
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水水
道道
料料
金金
がが
支支
ええ
るる
安安
定定
給給
水水

平
成
１５
年
度
水
道
事
業
会
計
予
算
の
概
要

お
宅
の
水
は
安
心
で
す
か
？

貯
水
槽
は
日
頃
の
管
理
が
大
切
で
す

� 水 道 の ご 用 は


